
 

令和５年３月亀山市議会定例会 提出議案 

条 例 新 旧 対 照 表 
                                                   

                                    頁

議案第２号  亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する 

条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

議案第６号  亀山市手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

議案第１４号 亀山市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例・・・・・・・２４ 



 

1 

亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

 （特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供するこ

とができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長

に対し、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限 

度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、

市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。 

第５条 法第１９条第１０号の条例で定める特定個人情報を提供するこ

とができる場合は、市長が教育委員会に対し、又は教育委員会が市長

に対し、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限 

度で同表の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、

市長又は教育委員会が当該特定個人情報を提供するときとする。 

２ （略） ２ （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

市長 亀山市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年亀

山市条例第８４号）に定める医療費の助成に関する事

務であって規則で定めるもの 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に準じて実

施する生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関

する事務であって規則で定めるもの 
 

機関 事務 

市長 亀山市福祉医療費の助成に関する条例（平成１７年亀

山市条例第８４号）に定める医療費の助成に関する事

務であって規則で定めるもの 

 

 

 

 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

市長 亀山市福祉医療 （１）～（３）（略） 

機関 事務 特定個人情報 

市長 亀山市福祉医療 （１）～（３）（略） 
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 費の助成に関す

る条例に定める

医療費の助成に

関する事務であ

って規則で定め

るもの 

（４）生活保護法        

      による保護の実施

に関する情報であって規則で定

めるもの 

（５）～（８）（略） 

 生活保護法に準

じて実施する生

活に困窮する外

国人に対する保

護の措置に関す

る事務であって

規則で定めるも

の 

生活保護法に準じて実施する生活に

困窮する外国人に対する保護の措置

に関する情報であって規則で定める

もの 

 

 費の助成に関す

る条例に定める

医療費の助成に

関する事務であ

って規則で定め

るもの 

（４）生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）による保護の実施

に関する情報であって規則で定

めるもの 

（５）～（８）（略） 
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亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

１ 建築基準法関係手数料 １ 建築基準法関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～５ （略） （略） （略） 

６ 法第８６条第１項

の規定に基づく１又

は２以上の建築物に

関する特例の認定の

申請に対する審査 

一団地内に建築等

をする１又は２以

上の建築物の特例

認定申請手数料 

建築物の数が１又は２

である場合にあっては

７８，０００円、建築

物の数が３以上である

場合にあっては７８，

０００円に２を超える

建築物の数に２８，

０００円を乗じて得た

額を加算した金額 

７ 法第８６条第２項

の規定に基づく複数

建築物に関する特例

の認定の申請に対す

る審査 

既存建築物を前提

とした総合的設計

による建築物の特

例認定申請手数料 

建築等をする建築物 

          

      の数が１

である場合にあっては

７８，０００円、  

    ２以上である 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１～５ （略） （略） （略） 

６ 法第８６条第１項

の規定に基づく１又

は２以上の建築物に

関する特例の認定の

申請に対する審査 

一団地内に建築さ

れる １又は２以

上の建築物の特例

認定申請手数料 

建築物の数が１又は２

である場合にあっては

７８，０００円、建築

物の数が３以上である

場合にあっては７８，

０００円に２を超える

建築物の数に２８，

０００円を乗じて得た

額を加算した金額 

７ 法第８６条第２項

の規定に基づく複数

建築物に関する特例

の認定の申請に対す

る審査 

既存建築物を前提

とした総合的設計

による建築物の特

例認定申請手数料 

建築物（既存建築物を

除く。以下この項にお

いて同じ。）の数が１

である場合にあっては

７８，０００円、建築

物の数が２以上である 
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  場合にあっては７８，

０００円に１を超える

建築等をする建築物の

数に２８，０００円を

乗じて得た額を加算し

た金額 

８ 法第８６条の２第

１項の規定に基づく

一敷地内認定建築物

以外の建築物の新築

又は一敷地内認定建

築物の増築等の認定

の申請に対する審査 

一敷地内認定建築

物以外の建築物の

新築又は一敷地内

認定建築物の増築

等認定申請手数料 

建築物（一敷地内認定

建築物以外の建築物の

新築又は一敷地内認定

建築物の増築等をする

ものに限る。以下この

項において同じ。）の

数が１である場合にあ 

っては７８，０００円、

      ２以上で

ある場合にあっては

７８，０００円に１を

超える建築物の数に

２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した金

額 

９～１４ （略） （略） （略） 
 

  場合にあっては７８，

０００円に１を超える

      建築物の

数に２８，０００円を

乗じて得た額を加算し

た金額 

８ 法第８６条の２第

１項の規定に基づく

一敷地内認定建築物

以外の建築物の建築

の        

       認定

の申請に対する審査 

一敷地内認定建築

物以外の建築物の

建築認定    

        

   申請手数料 

建築物（一敷地内認定

建築物を除く    

          

          

     。以下この

項において同じ。）の

数が１である場合にあ 

っては７８，０００円、

建築物の数が２以上で

ある場合にあっては

７８，０００円に１を

超える建築物の数に

２８，０００円を乗じ

て得た額を加算した金

額 

９～１４ （略） （略） （略） 
 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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別表第５（第２条関係） 別表第５（第２条関係） 

１ （略） １ （略） 

２ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 ２ 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 

（１）住宅の場合 （１）住宅の場合 

区分 １件当たりの手数料の金額 

申請に係る低

炭素建築物新

築等計画が、

都市の低炭素

化の促進に関

する法律第５４

条第１項各号

に掲げる基準

又はこれと同

等の基準に適

合するものと

して市長が別

に定める方法

により技術的

審査を受けた

ものである場

合 

その他の場合 

申請に係る低

炭素建築物新

築等計画が、

都市の低炭素

化の促進に関

する法律第５４

条第１項第１

号の規定によ

り定められた

簡易な評価方

法であって市

長が別に定め

る方法により

評価されたも

のである場合 

左記以外の

評価方法に

より評価さ

れたもので

ある場合 

 

一戸建ての住宅 ５，０００円 ― ３６，８００

区分 １件当たりの手数料の金額 

申請に係る低炭素

建築物新築等計画

が、都市の低炭素

化の促進に関する

法律第５４条第１

項各号に掲げる基

準又はこれと同等

の基準に適合する

ものとして市長が

別に定める方法に

より技術的審査を

受けたものである

場合 

 

 

 

 

その他の場合 

一戸建ての住宅 ５，０００円 ３６，８００円 
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  円

共同

住宅

等 

住戸

部分 

１棟の総戸

数が１戸を

超え５戸以

下のもの 

１０，１００

円 

３５，３００

円 

７４，５００

円 

  １棟の総戸

数が５戸を

超え１０戸

以下のもの 

１７，３００

円 

５１，２００

円 

１０４，８００

円 

  １棟の総戸

数が１０戸

を超え２５

戸以下のも

の 

２８，９００

円 

７３，６００

円 

１４７，５００

円 

  １棟の総戸

数が２５戸

を超え５０

戸以下のも

の 

４８，４００

円 

１１１，１００

円 

２１１，９００

円 

  １棟の総戸

数が５０戸

を超え１００

戸以下のも 

８６，８００

円 

１６８，１００

円 

３０３，８００

円 

   

共同

住宅

等 

住戸

部分 

１棟の総戸

数が１戸を

超え５戸以

下のもの 

１０，１００円 ７４，５００円 

  １棟の総戸

数が５戸を

超え１０戸

以下のもの 

１７，３００円 １０４，８００円 

  １棟の総戸

数が１０戸

を超え２５

戸以下のも

の 

２８，９００円 １４７，５００円 

  １棟の総戸

数が２５戸

を超え５０

戸以下のも

の 

４８，４００円 ２１１，９００円 

  １棟の総戸

数が５０戸

を超え１００

戸以下のも 

８６，８００円 ３０３，８００円 
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  の    

  １棟の総戸

数が１００

戸 を 超 え

２００戸以

下のもの 

１３７，４００

円 

２３９，５００

円 

４１１，５００

円 

  １棟の総戸

数が２００

戸 を 超 え

３００戸以

下のもの 

１７３，６００

円 

３０９，５００

円 

５３９，６００

円 

  １棟の総戸

数が３００

戸を超える

もの 

１８５，１００

円 

３５２，１００

円 

６３３，６００

円 

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

１０,１００

円 

― １１７，９００

円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを

超 え １ ，  

１８，４００

円 

― １５５，５００

円 

  の   

  １棟の総戸

数が１００

戸 を 超 え

２００戸以

下のもの 

１３７，４００円 ４１１，５００円 

  １棟の総戸

数が２００

戸 を 超 え

３００戸以

下のもの 

１７３，６００円 ５３９，６００円 

  １棟の総戸

数が３００

戸を超える

もの 

１８５，１００円 ６３３，６００円 

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

１０,１００円 １１７，９００円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを

超 え １ ，  

１８，４００円 １５５，５００円 
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  ０００平方

メートル以

内のもの 

   

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

２８，９００

円 

― １９４，５００

円 

  床 面 積 が

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

８６，８００

円 

― ３０３，０００

円 

  床 面 積 が

５，０００

平方メート

ルを超え１０， 

１３７，４００

円 

― ３８９，１００

円 

  ０００平方

メートル以

内のもの 

  

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

２８，９００円 １９４，５００円 

  床 面 積 が

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

８６，８００円 ３０３，０００円 

  床 面 積 が

５，０００

平方メート

ルを超え１０， 

１３７，４００円 ３８９，１００円 
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  ０００平方

メートル以

内のもの 

   

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１７３，６００

円 

― ４６５，１００

円 

  床 面 積 が

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの 

２１７，０００

円 

― ５４１，７００

円 

備考 （略） 
 

  ０００平方

メートル以

内のもの 

  

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１７３，６００円 ４６５，１００円 

  床 面 積 が

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの 

２１７，０００円 ５４１，７００円 

備考 （略） 
 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 

３ 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 ３ 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 

（１）住宅の場合 （１）住宅の場合 

区分 １件当たりの手数料の金額 

 申請に係る低

炭素建築物新 

その他の場合 

 申請に係る低 左記以外の 

区分 １件当たりの手数料の金額 

 申請に係る低炭素

建築物新築等計画 

その他の場合 
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 築等計画が、

都市の低炭素

化の促進に関

する法律第５４

条第１項各号

に掲げる基準

又はこれと同

等の基準に適

合するものと

して市長が別

に定める方法

により技術的

審査を受けた

ものである場

合 

炭素建築物新

築等計画が、

都市の低炭素

化の促進に関

する法律第５４

条第１項第１

号の規定によ

り定められた

簡易な評価方

法であって市

長が別に定め

る方法により

評価されたも

のである場合 

評価方法に

より評価さ

れたもので

ある場合 

一戸建ての住宅 ３，０００円 ― １８，９００

円 

共同

住宅

等 

住戸

部分 

１棟の総戸

数が１戸を

超え５戸以

下のもの 

６，０００円 １８，６００

円 

３８，２００

円 

  １棟の総戸

数が５戸を 

１０，４００

円 

２３，７００

円 

５４，１００

円 

 が、都市の低炭素

化の促進に関する

法律第５４条第１

項各号に掲げる基

準又はこれと同等

の基準に適合する

ものとして市長が

別に定める方法に

より技術的審査を

受けたものである

場合 

 

 

 

 

 

一戸建ての住宅 

 

３，０００円 １８，９００円 

共同

住宅

等 

住戸

部分 

１棟の総戸

数が１戸を

超え５戸以

下のもの 

６，０００円 ３８，２００円 

  １棟の総戸

数が５戸を 

１０，４００円 ５４，１００円 
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  超え１０戸

以下のもの 

   

  １棟の総戸

数が１０戸

を超え２５

戸以下のも

の 

１７，３００

円 

３９，６００

円 

７６，６００

円 

  １棟の総戸

数が２５戸

を超え５０

戸以下のも

の 

２９，０００

円 

６０，４００

円 

１１０，８００

円 

  １棟の総戸

数が５０戸

を超え１００

戸以下のも

の 

５２，０００

円 

９２，７００

円 

１６０，５００

円 

  １棟の総戸

数が１００

戸 を 超 え

２００戸以

下のもの 

８２，４００

円 

１３３，５００

円 

２１９，５００

円 

  １棟の総戸 １０４，１００ １７２，１００ ２８７，１００ 

  超え１０戸

以下のもの 

  

  １棟の総戸

数が１０戸

を超え２５

戸以下のも

の 

１７，３００円 ７６，６００円 

  １棟の総戸

数が２５戸

を超え５０

戸以下のも

の 

２９，０００円 １１０，８００円 

  １棟の総戸

数が５０戸

を超え１００

戸以下のも

の 

５２，０００円 １６０，５００円 

  １棟の総戸

数が１００

戸 を 超 え

２００戸以

下のもの 

８２，４００円 ２１９，５００円 

  １棟の総戸 １０４，１００円 ２８７，１００円 



 

12 12 

  数が２００

戸 を 超 え

３００戸以

下のもの 

円 円 円 

  １棟の総戸

数が３００

戸を超える

もの 

１１１，１００

円 

１７６，０００

円 

３３５，３００

円 

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

６,０００円 ― ５９，９００

円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを

超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの 

１１，０００

円 

― ７９，５００

円 

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え  

１７，３００

円 

― １００，１００

円 

  数が２００

戸 を 超 え

３００戸以

下のもの 

  

  １棟の総戸

数が３００

戸を超える

もの 

１１１，１００円 ３３５，３００円 

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

６,０００円 ５９，９００円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを

超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの 

１１，０００円 ７９，５００円 

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え  

１７，３００円 １００，１００円 



 

13 13 

  ２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

   

  床 面 積 が

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

５２，０００

円 

― １６０，２００

円 

  床 面 積 が

５，０００

平方メート

ルを超え１０，

０００平方

メートル以

内のもの 

８２，４００

円 

― ２０８，３００

円 

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え  

１０４，１００

円 

― ２４９，９００

円 

  ２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

  

  床 面 積 が

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

５２，０００円 １６０，２００円 

  床 面 積 が

５，０００

平方メート

ルを超え１０，

０００平方

メートル以

内のもの 

８２，４００円 ２０８，３００円 

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え  

１０４，１００円 ２４９，９００円 



 

14 14 

  ２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

   

  床 面 積 が

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの 

１３０，２００

円 

― ２９２，５００

円 

備考 （略） 
 

  ２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

  

  床 面 積 が

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの 

１３０，２００円 ２９２，５００円 

備考 （略） 
 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 ５ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 
（１）住宅の場合 （１）住宅の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

 申請に係る建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画が、建

築物のエネル

ギー消費性能

の向上に関す 

その他の場合 

 申請に係る建

築物のエネル

ギー消費性能

向上計画が、

建築物のエネ

ルギー消費性 

左記以外の

評価方法に

より評価さ

れたもので

ある場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

 申請に係る建築物

エネルギー消費性

能向上計画が、建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律第３５

条第１項各号に掲 

その他の場合 



 

15 15 

 る法律第３５

条第１項各号

に掲げる基準

又はこれと同

等の基準に適

合するものと

して市長が別

に定める方法

により技術的

審査を受けた

ものである場

合 

能の向上に関

する法律第３５

条第１項第１

号の規定によ

り定められた

簡易な評価方

法であって市

長が別に定め

る方法により

評価されたも

のである場合 

 

一戸建ての住宅 ５，０００円 １８，７００

円 

３６，８００

円 

共同

住宅

等 

住戸

部分 

総 戸 数 が

１戸を超え

５戸以下の

もの 

１０，１００

円 

３５，３００

円 

７４，５００

円 

  総 戸 数 が

５戸を超え

１０戸以下

のもの 

１７，３００

円 

５１，２００

円 

１０４，８００

円 

  総 戸 数 が  ２８，９００ ７３，６００ １４７，５００ 

 げる基準又はこれ

と同等の基準に適

合するものとして

市長が別に定める

方法により技術的

審査を受けたもの

である場合 

 

 

 

 

 

 

一戸建ての住宅 ５，０００円 

 

３６，８００円 

共同

住宅

等 

住戸

部分 

総 戸 数 が

１戸を超え

５戸以下の

もの 

１０，１００円 ７４，５００円 

  総 戸 数 が

５戸を超え

１０戸以下

のもの 

１７，３００円 １０４，８００円 

  総 戸 数 が  ２８，９００円 １４７，５００円 



 

16 16 

  １０戸を超

え２５戸以

下のもの 

円 円 円 

  総 戸 数 が

２５戸を超

え５０戸以

下のもの 

４８，４００

円 

１１１，１００

円 

２１１，９００

円 

  総 戸 数 が

５０戸を超

え１００戸

以下のもの 

８６，８００

円 

１６８，１００

円 

３０３，８００

円 

  総 戸 数 が

１００戸を

超え２００

戸以下のも

の 

１３７，４００

円 

２３９，５００

円 

４１１，５００

円 

  総 戸 数 が

２００戸を

超え３００

戸以下のも

の 

１７３，６００

円 

３０９，５００

円 

５３９，６００

円 

  総 戸 数 が

３００戸を 

１８５，１００

円 

３５２，１００

円 

６３３，６００

円 

  １０戸を超

え２５戸以

下のもの 

  

  総 戸 数 が

２５戸を超

え５０戸以

下のもの 

４８，４００円 ２１１，９００円 

  総 戸 数 が

５０戸を超

え１００戸

以下のもの 

８６，８００円 ３０３，８００円 

  総 戸 数 が

１００戸を

超え２００

戸以下のも

の 

１３７，４００円 ４１１，５００円 

  総 戸 数 が

２００戸を

超え３００

戸以下のも

の 

１７３，６００円 ５３９，６００円 

  総 戸 数 が

３００戸を 

１８５，１００円 ６３３，６００円 



 

17 17 

  超えるもの    

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

１０,１００

円 

― １１７，９００

円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを

超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの 

１８，４００

円 

― １５５，５００

円 

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

２８，９００

円 

― １９４，５００

円 

  床 面 積 が

２，０００

平方メート 

８６，８００

円 

― ３０３，０００

円 

  超えるもの   

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

１０,１００円 １１７，９００円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを

超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの 

１８，４００円 １５５，５００円 

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

２８，９００円 １９４，５００円 

  床 面 積 が

２，０００

平方メート 

８６，８００円 ３０３，０００円 



 

18 18 

  ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

   

  床 面 積 が

５，０００

平方メート

ル を 超 え

１０，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１３７，４００

円 

― ３８９，１００

円 

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１７３，６００

円 

― ４６５，１００

円 

  床 面 積 が

２５，０００ 

２１７，０００

円 

― ５４１，７００

円 

  ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

  

  床 面 積 が

５，０００

平方メート

ル を 超 え

１０，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１３７，４００円 ３８９，１００円 

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１７３，６００円 ４６５，１００円 

  床 面 積 が

２５，０００ 

２１７，０００円 ５４１，７００円 



 

19 19 

  平方メート

ルを超える

もの 

   

備考 （略） 
 

  平方メート

ルを超える

もの 

  

備考 （略） 
 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 

６ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 ６ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

（１）住宅の場合 （１）住宅の場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

 申請に係る建

築物エネルギ

ー消費性能向

上計画が、建

築物のエネル

ギー消費性能

の向上に関す

る法律第３５

条第１項各号

に掲げる基準

又はこれと同

等の基準に適

合するものと

して市長が別

に定める方法 

その他の場合 

 申請に係る建

築物のエネル

ギー消費性能

向上計画が、

建築物のエネ

ルギー消費性

能の向上に関

する法律第３５

条第１項第１

号の規定によ

り定められた

簡易な評価方

法であって市

長が別に定め 

左記以外の

評価方法に

より評価さ

れたもので

ある場合 

区分 １棟当たりの手数料の金額 

 申請に係る建築物

エネルギー消費性

能向上計画が、建

築物のエネルギー

消費性能の向上に

関する法律第３５

条第１項各号に掲

げる基準又はこれ

と同等の基準に適

合するものとして

市長が別に定める

方法により技術的

審査を受けたもの

である場合 

 

その他の場合 



 

20 20 

 により技術的

審査を受けた

ものである場

合 

る方法により

評価されたも

のである場合 

 

一戸建ての住宅 ３，０００円 ９，８００円 １８，９００

円 

共同

住宅

等 

住戸

部分 

総 戸 数 が

１戸を超え

５戸以下の

もの 

６，０００円 １８，６００

円 

３８，２００

円 

  総 戸 数 が

５戸を超え

１０戸以下

のもの 

１０，４００

円 

２３，７００

円 

５４，１００

円 

  総 戸 数 が

１０戸を超

え２５戸以

下のもの 

１７，３００

円 

３９，６００

円 

７６，６００

円 

  総 戸 数 が

２５戸を超

え５０戸以

下のもの 

２９，０００

円 

６０，４００

円 

１１０，８００

円 

  総 戸 数 が  ５２，０００ ９２，７００ １６０，５００ 

  

 

 

 

 

一戸建ての住宅 

 

３，０００円 １８，９００円 

共同

住宅

等 

住戸

部分 

総 戸 数 が

１戸を超え

５戸以下の

もの 

６，０００円 ３８，２００円 

  総 戸 数 が

５戸を超え

１０戸以下

のもの 

１０，４００円 ５４，１００円 

  総 戸 数 が

１０戸を超

え２５戸以

下のもの 

１７，３００円 ７６，６００円 

  総 戸 数 が

２５戸を超

え５０戸以

下のもの 

２９，０００円 １１０，８００円 

  総 戸 数 が  ５２，０００円 １６０，５００円 



 

21 21 

  ５０戸を超

え１００戸

以下のもの 

円 円 円 

  総 戸 数 が

１００戸を

超え２００

戸以下のも

の 

８２，４００

円 

１３３，５００

円 

２１９，５００

円 

  総 戸 数 が

２００戸を

超え３００

戸以下のも

の 

１０４，１００

円 

１７２，１００

円 

２８７，１００

円 

  総 戸 数 が

３００戸を

超えるもの 

１１１，１００

円 

１７６，０００

円 

３３５，３００

円 

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

６,０００円 ― ５９，９００

円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを 

１１，０００

円 

― ７９，５００

円 

  ５０戸を超

え１００戸

以下のもの 

  

  総 戸 数 が

１００戸を

超え２００

戸以下のも

の 

８２，４００円 ２１９，５００円 

  総 戸 数 が

２００戸を

超え３００

戸以下のも

の 

１０４，１００円 ２８７，１００円 

  総 戸 数 が

３００戸を

超えるもの 

１１１，１００円 ３３５，３００円 

 共用

部分 

床 面 積 が

３００平方

メートル以

内のもの 

６,０００円 ５９，９００円 

  床 面 積 が

３００平方

メートルを 

１１，０００円 ７９，５００円 
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  超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの 

   

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１７，３００

円 

― １００，１００

円 

  床 面 積 が

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

５２，０００

円 

― １６０，２００

円 

  床 面 積 が

５，０００

平方メート 

８２，４００

円 

― ２０８，３００

円 

  超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの 

  

  床 面 積 が

１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１７，３００円 １００，１００円 

  床 面 積 が

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

５２，０００円 １６０，２００円 

  床 面 積 が

５，０００

平方メート 

８２，４００円 ２０８，３００円 
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  ル を 超 え

１０，０００

平方メート

ル以内のも

の 

   

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１０４，１００

円 

― ２４９，９００

円 

  床 面 積 が

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの 

１３０，２００

円 

― ２９２，５００

円 

備考 （略） 
 

  ル を 超 え

１０，０００

平方メート

ル以内のも

の 

  

  床 面 積 が

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の 

１０４，１００円 ２４９，９００円 

  床 面 積 が

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの 

１３０，２００円 ２９２，５００円 

備考 （略） 
 

（２）及び（３）（略） （２）及び（３）（略） 
７ （略） ７ （略） 
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亀山市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例新旧対照表（第２条関係） 

（亀山市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

改正後 改正前 

（育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い） （育児短時間勤務をしている職員の給与の取扱い） 

第１７条 育児短時間勤務している職員（育児休業法第１７条の規定に

よる短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤

務職員等」という。）についての給与条例の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１７条 育児短時間勤務している職員（育児休業法第１７条の規定に

よる短時間勤務をすることとなった職員を含む。         

         ）についての給与条例の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６条第２項 （略） （略） 

   

 

（略） （略） （略） 

第３５条第２項 定年前再任用短

時間勤務職員 

育児短時間勤務職員等   

             

             

              

第３５条第５項 要しない 要しない。ただし、当該時間

が亀山市職員の育児休業等に

関する条例（平成１７年亀山

市条例第３２号）第１７条の 

第６条第２項 （略） （略） 

第８条第１項 とする に、算出率を乗じて得た額と

する 

（略） （略） （略） 

第３５条第４項 前項     

        

亀山市職員の育児休業等に関

する条例（平成１７年亀山市

条例第３２号。以下「育児休

業条例」という。）第１７条 

第３５条第５項 要しない 要しない。ただし、当該時間

が育児休業条例      

             

        第１７条の 
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  規定により読み替えられた第

１項ただし書に規定する７時

間４５分に達するまでの間の

勤務に係る時間である場合に

あっては、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額

に１００分の１５０（その時

間が午後１０時から翌日の午 

前５時までの間である場合は、

１００分の１７５）から１００

分の１００（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、１００

分の１２５）を減じた割合を

乗じて得た額とする 

（略） （略） （略） 
 

  規定により読み替えられた第

１項ただし書に規定する７時

間４５分に達するまでの間の

勤務に係る時間である場合に

あっては、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額

に１００分の１５０（その時

間が午後１０時から翌日の午 

前５時までの間である場合は、

１００分の１７５）から１００

分の１００（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、１００

分の１２５）を減じた割合を

乗じて得た額とする 

（略） （略） （略） 
 

 （短時間勤務職員の給与の取扱い）  （短時間勤務職員の給与の取扱い） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

（略） （略） （略） 

第３５条第２項 定年前再任用短

時間勤務職員 

育児短時間勤務職員等   

             

              

（略） （略） （略） 

第３５条第４項 前項     

       

亀山市職員の育児休業等に関

する条例（平成１７年亀山市

条例第３２号。以下「育児休 
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第３５条第５項 要しない 要しない。ただし、当該時間

が亀山市職員の育児休業等に

関する条例（平成１７年亀山

市条例第３２号）第２０条の

規定により読み替えられた第

１項ただし書に規定する７時

間４５分に達するまでの間の

勤務に係る時間である場合に

あっては、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額

に１００分の１５０（その時

間が午後１０時から翌日の午 

前５時までの間である場合は、

１００分の１７５）から１００

分の１００（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、１００

分の１２５）を減じた割合を

乗じて得た額とする 

  業条例」という。）第２０条 

第３５条第５項 要しない 要しない。ただし、当該時間

が育児休業条例      

             

        第２０条の

規定により読み替えられた第

１項ただし書に規定する７時

間４５分に達するまでの間の

勤務に係る時間である場合に

あっては、第３８条に規定す

る勤務１時間当たりの給与額

に１００分の１５０（その時

間が午後１０時から翌日の午 

前５時までの間である場合は、

１００分の１７５）から１００

分の１００（その時間が午後

１０時から翌日の午前５時ま

での間である場合は、１００

分の１２５）を減じた割合を

乗じて得た額とする 
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（略） （略） （略） 
 

（略） （略） （略） 
 

   附 則    附 則 

１及び２ （略） １及び２ （略） 

３ 育児短時間勤務職員等に対する給与条例附則第１２項の規定の適用

については、同項中「）とする」とあるのは「）に、勤務時間条例第

２条第２項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に

規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

 

４ 短時間勤務職員に対する給与条例附則第１２項の規定の適用につい

ては、同項中「）とする」とあるのは「）に、勤務時間条例第２条第

４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

 

 


